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別記様式 

会 議 録 

会議の名称 令和５年度 第７回栃木西部地域会議 

開催日時 令和６年１月１６日（火）１８時３０分 開会  １９時５５分 閉会 

開催場所 吹上公民館 大交流室 

出席者氏名 別紙１のとおり 

欠席者氏名 別紙１のとおり 

事務局職員職氏名 別紙１のとおり 

その他出席者等 別紙１のとおり 

会議事項 別紙２のとおり 

会議の公開又は 

非公開の別 
公開 

傍聴人の数 ０人 

その他必要事項  

会議の経過 

発言者 議題・発言内容・決定事項 
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１ 開会 

─ 開会 ─ 

 

２ あいさつ 

─ 酒巻会長あいさつ ─ 

・能登半島地震の被害にあわれた方へお見舞い申し上げるとともに、お亡くな

りになられた方々に哀悼の意を表す。 

・本日は教育委員会から、中学校統合に関する中間報告がある。栃木西部地域

会議で地域課題として取り上げて２年半ほどになる。１２月議会で可決をさ

れ大きなヤマを越えたことから説明に来ていただいた。 

・吹上地域の話題として、宮スケートセンターが今度の土曜日(1/20)からオー

プンする。小学校の授業も予定されているので、まち協として協力したいと

考えている。 

・令和７年度実施の地域予算提案事業については、まずは各地域での話し合い

の情報共有をおこなう。 

 

３ 情報提供 

(1) 栃木西部地域の統合中学校に係る条例の一部改正について（お知らせ） 

（教育総務課） 

<説明> 

 ・（今までの経過を説明後、）昨年１２月の定例市議会において、栃木西部地

域３中学校の統合に係る条例の一部改正が議決されたので報告するもの。 

 ・令和８年３月３１日をもって、栃木西部地域の３校を閉校し、令和８年４

月１日から、現在の吹上中学校の位置に栃木市立栃木北中学校を開校す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

教育総務課 

 

 

 

 

 

 

 

委員Ａ 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

委員Ａ 

 

教育総務課長 

 

 

副会長Ａ 

 

教育総務課長 

る。 

 ・令和８年４月１日から栃木北中学校の給食はこれまで吹上中学校の給食を

調理していた吹上小学校給食共同調理場において、寺尾小学校の給食は千

塚小学校給食共同調理場において調理する。寺尾小学校給食共同調理場は

廃止するもの。 

 ・これらの条例の改正が議決されたことにより、今後、県への申請手続きを

進めることができ、新設校の教職員配置等をお願いしていくことになる。 

 ・統合準備会においても統合校の校歌・校章・通学体制・学校運営教育計  

画等について協議し、開校に向けた準備を進める。 

 

― 資料１に基づいて説明 ― 

 

 今後の流れについて説明いただきたい。 

 

 統合の準備に向け、校歌・校章・制服等について決めていかなければならな

い。統合準備会等の承認をいただいて進めることになるが、その前に準備会委

員の保護者を中心とした作業部会を開催する。次回の作業部会は２月８日を予

定。現在、制服に関するアンケートを小中学生、保護者、教職員におこなって

おり、その結果を参考に作業部会を開く。 

 ３月中旬に予定されている第３回統合準備会では、校歌の作詞・作曲、校章

のデザインをどの方にお願いするか決める予定。 

 

 廃校になった校舎の跡地をどうするかについて、一番先に考えて欲しい。 

 統合が決まっているのだから、今のうちから並行して廃校問題についての次

のステップの対応を考えていかないと間に合わないと思うのだがいかがか。 

  

 地元の寺尾地域、皆川地域からそのようなご意見を沢山いただいている。 

 教育委員会としても１２月の議決を受け、正式に統合を進める段取りがつい

た。 

 跡地利用に関しては、市長部局が庁内での検討会議をおこなうことになる。

教育委員会としても、地元の声を反映できるよう意見・要望をお聴きし、令和

８年より前に検討会議が進められるよう、市長部局に働きかけていきたい。 

 

 できる限り早く手を打ってほしい。 

 

 来年度（令和６年４月以降）あたりから、地元の意見を聞きながら進めてい

きたい。 

 

 廃校活用に関する担当課はどこになるか。 

 

 市長部局では行財政改革推進課が担当になる。そちらと連携を図りながら、
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なるべく早く庁内の検討会議を進める旨、話をしていきたい。 

 

 １年２年はすぐである。統廃合した令和８年から動いたのでは、３、４年か

かってしまう。並行でやってもらわないといけないと担当課に伝えて欲しい。 

 

 承った。 

 

 皆川地域からも廃校跡地に関する意見が多く出ている。皆川中学校は皆川地

域の中心にある。廃校後の地域住民の不安の声が自治会を通して聞こえてく

る。ベストの再利用の方法をお願いしたい。 

 あと、スクールバスの件について。通常は１本か２本だと思うが、部活後の

運行はどのようになるのか。保護者が送迎となると困るという話も出ている。

現時点で分かる範囲で良いので教えて欲しい。 

 

 どの辺をバスが通れるか、何度か現地を回っている。生徒の乗る人数と住ん

でいる場所から、バスの規格と何台走らせるかについての検討が必要。 

教育総務課と学校施設課で連携する。現在は小学１年生までの子どもが住ん

でいる場所を確認し、３年後、４年後を見据えてどのコースにどのくらいの大

きさのバスを何台通せば良いか探っているところ。 

（運行実績のある）現在の藤岡中を例にすると、部活をやる生徒とやらない

生徒がいるので、時間帯がずれる。下校時に関しては２便出し、部活をやらな

い生徒を先に乗せて下校している。夏休み等も部活動があるので、そのための

バスを出している。栃木市は部活動に関するガイドラインがあるので、それに

合わせて、部活をやる生徒やらない生徒、部活を引退した３年生を送迎できる

よう、複数台出しているのが現状。 

 統合までに間に合うよう、保護者や作業部会から意見をいただきながらコー

スを設定する。学校が変わったことにより登下校の負担が増えないようスクー

ルバスは必ず出す。 

 

 作業部会では現役の保護者が中心となって進めてもらっているので、上手く

いくと思う。地域会議としても地元の課題として今後も取り組んでいかなけれ

ばならないと考えているので、皆さまのご協力をお願いする。 

 

― 教育総務課 退出 ― 

 

４ 議事 

(1) 令和７年度実施 地域予算提案事業案について 

<説明> 

 ・１１月下旬に各委員あてに事務局から事業の提案をお願いし、それらの内

容をまとめたものが「資料２」。全部で２０個の提案があった。 

 ・３地域がそれぞれに集まり、話し合いをしたと伺っているので、今回の会
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事務局 

 

 

委員Ｃ 

 

 

議では地域ごとに出てきた提案内容を全委員で共有する。 

 

― 会長、副会長より資料２に基づいて説明 ― 

 

<地域予算提案事業 提案アイデア（全２０事業）> 

 ①栃木西部地域統合中学校 統合前３中学校の歴史・伝統継承事業 

 ②栃木西部地域統合中学校 新校歌 PR 事業 

 ③各公民館出入口表示と看板表示の修正事業 

 ④外国語版ゴミと資源の分け方・出し方の配布事業 

 ⑤吹上史の刊行事業 

 ⑥防犯カメラの設置事業 

 ⑦草刈り機の購入事業 

 ⑧フリーWi-fi 環境整備事業 

 ⑨避難所備品購入事業（電源設備・充電設備の充実） 

 ⑩栃木西部地域会議 PR用アメニティの製作事業 

 ⑪皆川城址公園 防犯カメラの設置事業 

 ⑫イベント用舞台の簡素化事業 

 ⑬皆川城址公園及び城址公園入口につながる公民館進入路及び駐車場への

照明（外灯）の設置事業（併せて公民館敷地への設置） 

 ⑭絵本購入事業 

 ⑮ふれあいバスのコース見直し事業 

 ⑯寺尾ふれあい水辺の広場 休憩施設の設置事業 

 ⑰屋外時計の設置事業 

 ⑱防犯カメラの設置事業 

 ⑲皆川地区出土品の展示会の開催事業 

 ⑳皆川広照公没後４００年行事の開催事業 

 

<意見・質問> 

 ⑫番について。（今、皆川公民館にある）イベント用舞台は栃木西部地域で購

入した持ち物だと思うが違うか。かなり重量があり皆川地域でも一部の人しか

組み立てられない。作業には人数が必要で大掛かりになる。 

 

 地域会議でイベント用品は２０１６年にテントを購入しており、舞台を購入

した記録はない。 

 

 舞台は教育委員会がイベント用で使っていたものを皆川公民館で預かって

いると聞いている。イベントの際は借用している。 

 

 ⑨番について。電源設備はどのようなものの購入を考えているか。先日、皆

川地域で行われた防災イベントにおいて、カセットボンベで発電できる発電機

があった。今回の震災ではガソリンがなくて発電機が回せないといったことが



 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員Ｃ 

 

 

事務局 

 

 

副会長Ａ 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員Ａ 

 

 

副会長Ｂ 

 

事務局 

 

 

 

あったようだ。購入するのであれば、ガスボンベ用の発電機やガソリンとガス

ボンベ共用のものを買ってもいいのではないか。 

 

 災害時、公民館に避難してきたが、電気が使えず、携帯やスマホの充電がで

きないことで情報収集ができないといった事態を防げるものが良いと思って

いる。調べたところ、カセットボンベで発電できる発電機やソーラーパネルが

ついたポータプル電源があるようだ。何を購入するかはこれから考えていけれ

ばと思う。 

 

 ③番について。旧名称を正式名称に修正するということであるが、地域予算

ではない市の予算ではできないのか。 

 

 現状は予算がついていない。であれば、地域予算でやったらどうかという提

案であった。 

 

 ⑦番について。昨年度、栃木西部地域会議で購入し寺尾公民館で保管してい

る１３台の草刈り機のうち、５台を吹上公民館に移動して使ってもらうことで

どうか。 

 

⇒ 令和４年度に地域予算（寺尾ふれあい水辺の広場管理事業）で購入した 

肩掛式草刈機（５台）を吹上公民館で保管することに決定。 

 

 ⑧番について。電波は公民館（市）が業務で使っているものと共用になるの

か。それとも新たに契約が必要になるのか。あとランニングコストがかかると

思うが。 

 

 セキュリティーの問題があり、電波は公民館が業務で使っているものとは別

になるため、回線工事が必要になる。 

 ランニングコストは当然かかる形になる。工事をしたその年に関しては地域

予算で計上せざるを得ないと考えている。翌年度以降は市の予算で要求してい

く形になる。 

 

 犯罪が増えている昨今を考えれば、提案の中で特に必要なのは防犯カメラで

はないか。 

 

 小中学校の防犯カメラ設置状況は把握しているか。 

 

 栃木西部地域内では寺尾小に設置してある。 

 市では順次設置しているが、他の地域では地域予算を使って順番を待たずに

設置しているところがある。 
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 学校に設置する防犯カメラは学校内を撮影するためであり、学校の外は撮影

できないらしい。本当に必要なのは幹線道路沿い等の危険なところであるので

悩ましいところ。 

 学校に防犯カメラをつける場合には早いか遅いかの問題になると思うので、

よく吟味してやるべきだと思う。 

 

 学校外で地域の危険箇所につけるという話になると、交通防犯課の防犯カメ

ラ補助制度が対象となり、自治会や自治会連合会に補助金を出している。ただ

し、管理は自治会にお願いすることになる。 

 防犯カメラを学校に設置するパターン、地域内に設置するパターン、公共施

設の敷地内に設置するパターン、それぞれがどんな制度になっているか、それ

らを活用した時にどんな課題があるかについて、事務局で詳しい調査、場合分

けをして次回の会議にお示しする。 

 

今回の意見を踏まえ、どの事業を実施するかの絞り込みは次回以降の会議で

おこなう。 

 

 例年のパターンであると春先から忙しいスケジュールの中で事業の検討を

していたが、今回はしっかり時間を取って話しているのでいい提案ができるの

ではないかと思う。 

 

５ その他 

・栃木西部熟くり塾について（実施報告と今後の予定） 

 ・第１回の栃木西部熟くり塾を１２月２３日（土）に寺尾公民館で開催。 

  合計で８７名が参加した。（うち箒づくりに参加した小中学生３０名。） 

 ・第２回が１月２７日（土）に吹上公民館で、第３回が２月１７日（土）に

皆川公民館で開催される。 

 

・令和６年度 栃木西部地域会議開催日程について 

 ・令和６年度の開催日程（案）を提示 

 

・第８回栃木西部地域会議について 

・令和６年２月２０日（火）１８時３０分から 寺尾公民館にて開催予定。 

 

６ 閉会 

── 以上、何も無いことを確認 ── 

── 閉会 ── 

 

（会議終了時刻 １９時５５分） 

 



別紙１ 出席者及び事務局 
 

<出席者（委員）> 

会 長 酒巻 幸夫 

副会長 中島 元一    副会長 峰岸 晃一 

委 員 厚木 秀夫    委 員 宇佐見 まり子  

委 員 門沢 イミ子   委 員 毛塚 豊子 

委 員 石沢 恵一    委 員 正田 秀雄 

委 員 鈴木 加織    委 員 蓼沼 善雄 

委 員 吉田 美奈子 

 

<欠席者（委員）>  

 委 員 小池 祐也    委 員 関口 みよ子 

委 員 棚橋 利行 

 

<事務局> 

飯島 洋子 （吹上公民館長兼栃木西部地域まちづくりセンター所長） 

金子 博文 （皆川公民館館長） 

佐藤 光三 （寺尾公民館館長） 

石沢 竜次 （吹上公民館主査） 

佐藤 義美 （教育総務課長） 

早乙女 豊 （教育総務課 主幹） 

𣘺本 晃輔 （教育総務課 課長補佐） 

 



別紙２ 会議事項及び配付資料一覧 

 

<会議事項> 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 情報提供 

(1) 栃木西部地域の統合中学校に係る条例の一部改正について（お知らせ） （教育総務課） 

４ 議 事 

(1) 令和７年度実施 地域予算提案事業案について 

５ その他 

・栃木西部熟くり塾について （実施報告と今後の予定） 

・令和６年度 栃木西部地域会議開催日程について 

・第８回栃木西部地域会議について 

６ 閉会 

 

<配布資料一覧> 

・栃木西部地域の統合中学校に係る条例の一部改正について（お知らせ） 資料１ 

・令和７年度実施分 地域予算提案事業 提案アイデア一覧 資料２ 

・令和５年度 栃木西部熟くり塾 開催記録と今後の予定 資料３ 

・令和６年度 栃木西部地域会議開催日程（案） 資料４ 


